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はじめに

⚫本eラーニングは、主に内閣府（防災担当）「避難情報に関
するガイドライン」（令和３年５月）に基づいて作成しており
ます。

⚫お手元に上記のガイドラインをご準備ください。

⚫その他の参考資料は以下のとおりですので、必要に応じ参
照しながら動画をご覧ください。

• 内閣府（防災担当） 「水害からの広域避難に関する基本
的な考え方」（令和３年５月）

• 内閣府（防災担当） 「市町村のための水害対応の手引き」
（令和３年５月）

• 総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告
書」（平成25年３月）

＊火山災害に伴う避難については「噴火時等の具体的で実践的な避難
計画策定の手引き【第2版】」（令和3年5月）を別途ご参照ください。
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避難情報の種類と求められる避難行動

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.26（一部抜粋）、31-32 より作成

改正前：「警戒レベル３避難
準備・高齢者等避難開始」

名称を「高齢者等避難」に変更

改正前：「警戒レベル４避難
勧告」及び「警戒レベル４避難
指示（緊急）」

「避難指示」に一本化

改正前： 「警戒レベル５災
害発生情報」

安全な避難ができない場合に、
直ちに身の安全を確保するよ
う求める「緊急安全確保」に変
更

災害対策基本法に基づき、災害時に居住者等の適切な避難を促すために、市町村長
により避難情報が発令される
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避難情報に関する市町村の責務

⚫避難情報に関する市町村の責務（災害対策基本法第56条、第60条）

① 災害時に情報に基づき的確に判断を行い、避難情報を発令・伝達する

② 具体的な発令基準の設定、情報伝達手段の確保、防災体制の整備を行う

③ 居住者等の一人一人が適切な避難行動をとることができるように平時から防
災知識の普及を図るとともに、災害時には居住者等の主体的な避難行動を
支援する情報を提供する

【災害対策基本法】 ※抜粋
（市町村長の警報の伝達及び警告）
第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警
報を知ったとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところ
により、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及び
これに対してとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をすることができる。
２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保
が図られるよう必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。（以下、略）
（市町村長の避難の指示等）
第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防
止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び
急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。（以下、略）

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.8-9 より作成

地域防災計画の作成と実施が責務であり、避難情報の発令基準の作成が必要不可欠
災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、避難情報を発令（市町村長）
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広域避難の考え方

⚫広域避難とは

• 他の市町村等へ行政界を越えた避難

⚫広域避難における避難行動の特徴

① 早めの避難が一層重要

② 自主的な避難先の確保が一層重要。また、避難手段の確保が一層困難

③ 屋内安全確保ができない状況となることも想定される

④ 可能な限り近距離の避難先・移動に負荷をかけない避難手段の確保が
一層重要

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.121-123
内閣府「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」p.6-10 より作成

どのタイミングでどのような名称の情報を発信するか、
地域の実情を踏まえた個別の整理、平時からの周知が必要

避難先 避難手段 避難のタイミング

内閣府「水害からの広域避難に関する基本的考え方」より

参照：令和3年5月災害対策基本法改正
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躊躇なく避難情報を発令するための体制構築

⚫全庁をあげた防災体制の構築と優先業務の絞り込み
• 優先業務の絞り込みとあらゆる部局の職員の活用

• 指定緊急避難場所の開放に関わらず発令できる体制

⚫河川事務所・気象台等の職員、その経験者、防災知識が
豊富な専門家等の知見を活用できるような体制の構築
• 河川事務所・気象台等の職員との顔の見える関係づくり

• 気象防災アドバイザー等の専門家の活用

• 効率的な情報伝達システムの導入

⚫訓練及び研修を通じた改善
• 実践や訓練を通じた防災体制や発令基準

・伝達手段等の改善

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.124-125 より作成
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防災気象情報等の標準的な発表の流れと災害時対応

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.126-128 より作成

標準的な流れであり、実際の情報や対応がこのとおりになるとは限らないことに留意
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本テーマの学習範囲

災害発生のおそれの高まりに応じた
避難情報の発令と速やかな伝達

発令基準の設定や
情報伝達手段の確保、
防災体制の整備

居住者等の主体的な
避難行動を支援する
情報の提供

災害時

平 時

：テーマの学習範囲

情報収集 判断 発令 伝達
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避難情報の判断・伝達の体制図

避難情報の判断・伝達
統括責任者

情報収集・判断
統括

情報収集・判断班
マネジメント担当

情報収集・判断班
問合せ対応担当

伝達・避難誘導班
マネジメント担当

情報収集・判断班
情報収集・分析担当

ＷＰ1

ＷＰ２

ＷＰ３

ＷＰ4

ＷＰ5

ＷＰ7

伝達・避難誘導班
関係機関・団体等への情報伝達担当

伝達・避難誘導班
システム等による伝達担当

ＷＰ9

ＷＰ8

伝達・避難誘導班
広報車による伝達担当

伝達・避難誘導班
避難誘導担当

ＷＰ11

ＷＰ10

伝達・避難誘導
統括

ＷＰ6

第1階層

第2階層

第3階層
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WP1
避難情報の判断・伝達
統括責任者



防災スペシャリスト養成eラーニング

WP1 避難情報の判断・伝達 統括責任者

業務の目的

⚫居住者等が自らの判断で避難行動をとることを支援するた
めの判断を的確に行い、避難に必要な時間を考慮して適
時に伝達する

⚫危険な場所にいる居住者等が、避難情報の発令をうけて
自らの場所の危険性を理解し、求められる避難行動をとり、
安全に避難を完了できる

主な関係者

◼ WP2 情報収集・判断 統括

◼ WP6 伝達・避難誘導 統括
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WP2 情報収集・判断 統括

業務の目的

⚫災害発生のおそれの高まりに応じ、情報収集・分析による
見通しを立て、意思決定者（市町村長）が避難情報の発令
を判断するための根拠を示す

⚫避難情報の判断のために、庁内及び関係機関等と必要な
体制を構築するとともに、住民からの通報を活用する
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WP6 伝達・避難誘導 統括

業務の目的

⚫避難情報が伝達され、危険な場所にいる居住者等が安全
に避難を完了する

⚫避難情報の伝達のために、庁内及び関係機関等と必要な
体制を確立する



防災スペシャリスト養成eラーニング

確認テスト

No 問題

1
行政による避難情報は、住民が主体と
なった避難行動を促すよう、呼びかけ
るものである。

2

居住者がとるべき避難行動は事前か
ら決定されていることから、市町村長
は早めに避難情報の発令を判断する
必要はない。

3

災害警戒期において、避難情報の判
断・伝達に係る業務量は膨大となるた
め、情報収集・分析と伝達・避難誘導
に担当を分けて配置することが望まし
い。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
行政による避難情報は、住民が主体と
なった避難行動を促すよう、呼びかける
ものである。

○

住民主体の避難行動を
促す。
WP1の「業務の目的」の
1項目めを参照。

2

居住者がとるべき避難行動は事前から
決定されていることから、市町村長は早
めに避難情報の発令を判断する必要は
ない。

×

災害の規模や状況に応
じて求められる避難行
動は異なり、早めの発
令判断が必要。WP1の
「業務の目的」の2項目
めを参照。

3

災害警戒期において、避難情報の判断・
伝達に係る業務量は膨大となるため、情
報収集・分析と伝達・避難誘導に担当を
分けて配置することが望ましい。

○
WP1の「主な関係者」を
参照。
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WP2
情報収集・判断
統括
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WP2 情報収集・判断 統括

業務の目的

⚫災害発生のおそれの高まりに応じ、情報収集・分析による
見通しを立て、意思決定者（市町村長）が避難情報の発令
を判断するための根拠を示す

⚫避難情報の判断のために、庁内及び関係機関等と必要な
体制を構築するとともに、住民からの通報を活用する

主な関係者

◼ WP3 情報収集・判断班 マネジメント担当

◼ WP4 情報収集・判断班 情報収集・分析担当

◼ WP5 情報収集・判断班 問合せ対応担当
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WP3 情報収集・判断班 マネジメント担当

業務の目的

⚫避難情報の発令に必要な情報を適切かつ確実に収集でき
る庁内体制および関係機関との連携体制を整備する

⚫災害発生のおそれの高まりを示す情報を踏まえ、危険な場
所にいる居住者等への避難情報の発令に対する見通しを
立て、意思決定者（市町村長）が判断できるようにする



防災スペシャリスト養成eラーニング

WP4 情報収集・判断班 情報収集・分析担当

業務の目的

⚫災害発生のおそれに関する情報を収集・分析し、マネジメ
ント担当が避難情報の発令を検討できるようにする

⚫災害種に応じて必要なシステム等を用いて情報を収集し、
各地域の状況や災害発生の見込みを明らかにする
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WP5 情報収集・判断班 問合せ対応担当

業務の目的

⚫居住者等からの電話による通報・問合せに一元的に対応し、
避難情報の判断・伝達を行う部署の業務煩雑化を防ぐ

⚫居住者等による通報から各地域の状況を把握する
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確認テスト

No 問題

1

避難情報の発令の判断においては、
今後の見通しを立てることはできない
ため、被害発生が確実になった場合に
判断する必要がある。

2

避難情報の発令の判断は市町村長が
実施すべき事項であるが、庁内の体
制整備だけでなく、関係機関との連携
体制を整備することも重要である。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難情報の発令の判断においては、今
後の見通しを立てることはできないため、
被害発生が確実になった場合に判断す
る必要がある。

×

情報収集・分析により今
後の見通しを立て、早
めの判断が必要である。
WP2「業務の目的」1項
目めを参照。

2

避難情報の発令の判断は市町村長が実
施すべき事項であるが、庁内の体制整備
だけでなく、関係機関との連携体制を整
備することも重要である。

○
WP2「本業務の関係者」
を参照。
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WP3
情報収集・判断班
マネジメント担当
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WP3 情報収集・判断班 マネジメント担当

業務の目的

⚫避難情報の発令に必要な情報を適切かつ確実に収集でき
る庁内体制および関係機関との連携体制を整備する

⚫災害発生のおそれの高まりを示す情報を踏まえ、危険な場
所にいる居住者等への避難情報の発令に対する見通しを
立て、意思決定者（市町村長）が判断できるようにする

主な業務

◼ 1.1 情報収集の指示及び発令／切替の判断
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1.1 情報収集の指示及び発令／切替の判断

1.1.1 収集された各種情報を踏まえて、予め定められた体制の立ち上げを指
示する

1.1.2 各種情報に加え、地域の自然特性や社会特性、季節や時間帯等を考
慮し、災害発生のおそれに係る状況を判断する

1.1.3 状況判断を踏まえて、関係機関との協議のうえ、行政界を越える広域
避難の実施を判断する

1.1.4 状況判断を踏まえて、予め設定した基準に基づき避難情報の発令/切
替/解除と対象区域・対象者を決定する

1.1.5 避難情報の発令内容（時刻、避難情報の種類、対象区域・対象者、避
難先等）を災害対策本部長に進言する

1.1.6 避難情報の発令/切替/解除を都道府県及び関係機関に報告する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.48-52, 99, 101, 121-123, 
126-128
内閣府「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」p.11-18
内閣府「市町村のための水害対応の手引き」p.13-16, 21-24, 26
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.32 より作成
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【解説】 避難情報の発令基準の設定例

手順１ 避難情報を発令する対象災害の確認
• 「原則として居住者等の命を脅かす危険がある災害」を発令対象と
する

手順２ 避難情報の発令対象区域の設定（絞り込み）
• 「災害リスクのある区域等」において「河川の氾濫や土砂災害等の
発生の切迫度（災害の切迫度）が高まっている場合」に発令

• 防災気象情報の発表内容に応じて、各種浸水想定区域や土砂災
害警戒区域等の災害リスクのある区域を基本に発令できるよう、
対象区域の絞り込み方を検討しておく

手順３ 避難情報の発令基準の設定（発令タイミングの設定）
• 防災気象情報のほか、時間帯、防災施設の状況、現地情報、関係
機関からの情報提供等をもとに総合的に判断

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.48-52 より作成

いざというときに躊躇なく発令できるよう、具体的でわかりやすい
発令基準をあらかじめ設定しておく必要

1.1.4 「予め設定
した基準」とは
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【事例】 広域避難の事例

内閣府「水害からの広域避難 事例集」p.3 より作成

平成31年に、加須市、
古河市、坂東市、板
倉町、境町等で「基
本的な考え方（案）」
をとりまとめ
※避難対象者：約13
万人

得られた知見：
①検討の積み重ね
により広域避難を実
現した
②共同検討開始のタ
イミングの難しさ
③道路渋滞・混雑

1.1.3 「広域避
難」とは
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【解説】 広域避難に関する制度の創設

⚫広域避難に関する制度創設の経緯

• 近年、水害が激甚化・頻発化していることを踏
まえ、中央防災会議のワーキンググループや
内閣府が東京都と共同で設置した「首都圏に
おける大規模水害広域避難検討会」等におい
て首都圏における広域避難のあり方等を検討

• 令和元年東日本台風では、想定されたタイミン
グでの避難先・避難手段の確保が難しい等の
課題が明らかに

⚫令和３年５月災害対策基本法等の改正内容

① 災害が発生するおそれがある段階での国の災害対策本部の設置（災害対
策基本法第23条の３～28条の２関係）

② 同段階での広域避難の協議（災害対策基本法第61条の４～第61条の７関係）

③ 同段階での居住者等の運送要請等（災害対策基本法第61条の８関係）

④ 同段階での災害救助法の適用（災害救助法第１～2条関係）

江東5区大規模水害広域避難計画リーフレット

内閣府「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」p.6-7 より作成

1.1.3 「広域避
難」とは
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【参考】 南海トラフ地震臨時情報に基づく
避難指示等の発令

⚫南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）時の地域別防災対応

内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドラ
イン【第１版】」p.30 より作成

「高齢者等避
難」を発令

「避難指示」
を発令

1.1.3 「広域避
難」の関連情報
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確認テスト

No 問題

1

避難情報の発令内容は、災害発生の
おそれを示す情報が、予め設定した発
令基準を満たした時点で、地域特性や
時間帯によらず自動的に発令とする
べきである。

2
マネジメント担当は、収集された各種
情報を分析し、避難情報の発令内容
を判断し、発表する。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

避難情報の発令内容は、災害発生のお
それを示す情報が、予め設定した発令基
準を満たした時点で、地域特性や時間帯
によらず自動的に発令とするべきである。

×

地域の特性や災害発生
の見込みなどを総合的
に勘案する。WP3「業務
の目的」を参照。

2
マネジメント担当は、収集された各種情
報を分析し、避難情報の発令内容を判断
し、発表する。

×

市町村長が発令の判断
を行った後、発表する。
WP3「業務の目的」の2
項目めを参照。
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WP4
情報収集・判断班
情報収集・分析担当
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WP4 情報収集・判断班 情報収集・分析担当

業務の目的

⚫災害発生のおそれに関する情報を収集・分析し、マネジメ
ント担当が避難情報の発令を検討できるようにする

⚫災害種に応じて必要なシステム等を用いて情報を収集し、
各地域の状況や災害発生の見込みを明らかにする

主な業務

◼ 1.2 災害発生のおそれに関する情報収集・分析
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1.2 災害発生のおそれに関する情報収集・分析

1.2.1 気象庁や都道府県の防災情報提供システム等を活用し、災害発
生のおそれを示す情報を収集・整理する

1.2.2 消防団や自主防災組織等から堤防等の施設の異常が報告された
場合、速やかに異常の程度を確認し位置を特定する

1.2.3 関係機関に対し、避難指示等の発令/切替/解除の判断に関する
助言を求める

1.2.4 収集した情報を分析し、予め設定した基準と照らし合わせ、避難指
示等の発令/切替/解除と対象区域・対象者の絞り込みを検討する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.48-52, 62, 100, 101
内閣府「市町村のための水害対応の手引き」p.21-24
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.36-37 より作成
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【解説】 災害種ごとに発令判断の参考に
する情報

災害種 発令判断に資する情報

洪水 水位の実況値、水位上昇の見込み、台風情報、洪水警報等、
堤防等の施設に係る情報、洪水キキクル（洪水警報の危険
度分布）、指定河川洪水予報、水位到達情報

土砂災害 台風情報、大雨警報（土砂災害）、土砂災害警戒情報、土
砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

高潮 台風情報、高潮警報等、高潮氾濫発生情報、暴風警報等

津波 大津波警報、津波警報、津波注意報

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.57-62, 80-82, 89-90, 95
より作成

左：国管理河川の洪水の危険
度分布（水害リスクライン）
右：土砂キキクル

1.2.1 「災害発生
のおそれを示す
情報」とは
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【解説】 関係機関の協力・助言

【防災基本計画】 ※抜粋
（第２編 第２章 第１節 ２ 住民等の避難誘導）

○指定行政機関〔国土交通省，気象庁等〕，指定地方行政機関及び都道府県は，市町村から求めがあった場
合には，避難指示等の対象地域，判断時期等について助言するものとする。また，都道府県は，時機を失
することなく避難指示等が発令されるよう，市町村に積極的に助言するものとする。

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.100 より作成

⚫避難指示等を発令しようとする場合、関係機関に助言を求めることができる

⚫関係機関から、必要に応じて能動的な情報提供がなされる場合もある

⚫平時から国の関係機関や都道府県と連絡を密にとり、いざという時に的確
に運用できる体制（＝顔の見える関係）を構築する

1.2.3 「助言」を
求めることができる
「関係機関」とは

【災害対策基本法】 ※抜粋
（指定行政機関の長等による助言）

第六十一条の二 市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項
の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関
の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求
めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
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確認テスト

No 問題

1

情報収集・分析担当は、避難情報の
発令判断に資する情報を適宜各シス
テムで監視し、予め設定した発令基準
と照らし合わせて、災害発生の見込み
を分析する。

2
避難指示等の発令／切替の検討にお
いて、関係機関からの助言を得ること
はできない。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

情報収集・分析担当は、避難情報の発令
判断に資する情報を適宜各システムで監
視し、予め設定した発令基準と照らし合
わせて、災害発生の見込みを分析する。

○
WP4「業務の目的」の2
項目めを参照。

2
避難指示等の発令／切替の検討におい
て、関係機関からの助言を得ることはで
きない。

×

災害対策基本法第61条
の２より、国や県の関係
機関に助言を求めるこ
とができる。WP4の1.2.3
を参照。
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WP5
情報収集・判断班
問合せ対応担当
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WP5 情報収集・判断班 問合せ対応担当

業務の目的

⚫居住者等からの電話による通報・問合せに一元的に対応し、
避難情報の判断・伝達を行う部署の業務煩雑化を防ぐ

⚫居住者等による通報から各地域の状況を把握する

主な業務

◼ 1.3 居住者等からの通報・問合せ対応

※「災害警戒期」について
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1.3 居住者等からの通報・問合せ対応

1.3.1 居住者等からの通報・問合せ窓口を一元化し、広く迅速に公表する

1.3.2 居住者等からの防災施設の状況や前兆現象の発生等に関する通
報を記録し、庁内で共有する

1.3.3 収集された各種情報や発令情報を踏まえ、居住者等からの避難の
必要性等に関する問合せに対応する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.124
内閣府「市町村のための水害対応の手引き」p.21-24, 34
総務省「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.37 より作成
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【事例】 災害警戒期の問合せ・通報対応

⚫茨城県常総市（平成27年9月関東・東北豪雨）
• 防災担当部署は市民等からの電話対応に追われ、情報
の集約や状況分析、関係機関への情報提供等ができず

• 市民からは、防災行政無線の放送後にその放送内容に
関する問い合わせが多く寄せられた

⚫福岡県朝倉市（平成29年7月九州北部豪雨）
• 防災担当部署が電話対応に追われ、防災気象情報を確
認・把握する余裕がなかった

• 住民からの災害発生情報をもとに避難指示等を発令

⚫大分県日田市（平成29年7月九州北部豪雨）
• 災害警戒体制を設置した段階で、防災担当部署ではな
く、「電話対応班」が住民からの問合せ・通報に対応

• 防災担当部署では、自治会長や防災関係機関からの電
話に限定

常総市水害対策検証委員会「常総市鬼怒川水害に関する検証報告書」
日田市「平成29年7月九州北部豪雨日田市災害記録誌」
朝倉市「平成29年7月九州北部豪雨朝倉市災害記録誌」 より作成

常総市役所周辺の様子

朝倉市災害対策本部の様子

日田市 住民からの情報を集約した地図
住民からの通報・問合せ窓口の一元化と迅速な公表

1.3.1 「窓口
の一元化」の
関連情報
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【参考】 一般的な問合せ対応の仕組み

⚫JISQ10002: 2019（ISO10002: 2018） 品質マネジメント－顧客満
足－組織における苦情対応のための指針
• 苦情対応について、迅速で、客観性を持ち、顧客重視のアプローチで実
施し、継続的な改善を行うためにPDCAサイクルを回すマネジメントシス
テム

⚫苦情対応プロセスの運用
1. コミュニケーション（苦情対応情報へ容易にアクセスできる）
2. 苦情の受理（苦情に関する情報の記録）
3. 苦情の追跡（解決までの追跡がいつでも出来る）
4. 苦情の受理通知（苦情申出者への苦情を受理した旨の速やかな通知）
5. 苦情の初期評価（受理時の苦情の重大性や即時処理などを評価する）
6. 苦情の調査（調査は重大な苦情ほど深いレベルで行う）
7. 苦情への対応（解決策や問題の是正や再発防止の対策）
8. 決定事項の伝達（申出者を含むすべての関係者に処置などの決定事項を

伝達する）
9. 苦情対応の終了（申出者が処置を受け入れて対応は終了する）

公益社団法人消費者関連専門家会議「ISO 10002/JIS Q 10002の普及・
支援事業」https://www.acap.or.jp/activity/iso10002/i004/
日本産業標準調査会ホームページ（https://www.jisc.go.jp/） より作成

1.3 「問合せ
対応」の関連
情報
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確認テスト

No 問題

1

災害警戒期における居住者等からの
避難に関する問合せは、地域の状況
により多様で回答も複雑になるため、
防災担当部署以外の職員には対応が
難しい。

2

居住者等からの通報・問合せには、避
難情報の判断にあたり各地域の状況
を把握するための貴重な情報が含ま
れており、庁内に共有して適切に集
約・分析することが望ましい。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

災害警戒期における居住者等からの避
難に関する問合せは、地域の状況により
多様で回答も複雑になるため、防災担当
部署以外の職員には対応が難しい。

×

状況に応じ提供すべき
情報を整理可能であり、
必要な情報収集・分析
等の妨げとならないよう、
別部署（対策班）に一元
化すべき。WP5「業務の
目的」の1項目めを参照。

2

居住者等からの通報・問合せには、避難
情報の判断にあたり各地域の状況を把
握するための貴重な情報が含まれており、
庁内に共有して適切に集約・分析するこ
とが望ましい。

○
WP5「業務の目的」の
2項目めを参照。
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WP6
伝達・避難誘導
統括
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WP6 伝達・避難誘導 統括

業務の目的

⚫避難情報が伝達され、危険な場所にいる居住者等が安全に避
難を完了する

⚫避難情報の伝達のために、庁内及び関係機関等と必要な体制
を確立する

主な関係者

◼ WP7 伝達・避難誘導班 マネジメント担当

◼ WP8 伝達・避難誘導班 関係機関・団体等への情報伝達担当

◼ WP9 伝達・避難誘導班 システム等による伝達担当

◼ WP10 伝達・避難誘導班 広報車による伝達担当

◼ WP11 伝達・避難誘導班 避難誘導担当
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WP7 伝達・避難誘導班 マネジメント担当

業務の目的

⚫災害の状況に応じて、避難情報が適時・適切な対象に伝達
され、危険な場所にいる居住者等が安全に避難する

⚫避難情報の伝達のために必要な人員や機材等を確保し、
安全な伝達の実施を管理する
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WP8 伝達・避難誘導班 関係機関・団体等への情報伝達担当

業務の目的

⚫避難誘導を担う関係機関や団体等が、その地域における
災害発生の危険性を理解し、危険な場所にいる居住者等
の避難誘導の確実性を高める

⚫電話や説明会の実施等により、避難情報の発令とその内
容を伝えるべき相手に直接、確実に伝える
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WP9 システム等による伝達担当

業務の目的

⚫当該市町村内の各地域における災害発生の危険性を広く
かつ迅速に伝達することで、危険な場所にいる居住者等が
いち早く危険性を理解し、避難行動につなげる

⚫情報の受け手の特性に応じて必要な手段を組み合わせて、
広く避難情報の発令とその内容を伝える
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WP10 広報車による伝達担当

業務の目的

⚫危険な場所にいる居住者等が、その地域における災害発
生の危険性を身近に理解し、避難行動につなげる

⚫避難が必要な地域へ出向き、担当要員の安全を確保しな
がら、その地域における避難情報の発令とその内容をより
確実に伝える



防災スペシャリスト養成eラーニング

WP11 避難誘導担当

業務の目的

⚫居住者や観光客等が、災害発生のおそれのある地域から
安全に避難／帰宅できるようにする

⚫関係機関等と連携し、居住者や観光客等の避難／帰宅の
ための情報及び移動手段を提供する
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確認テスト

No 問題

1
避難情報を的確に伝達するために、
可能な限り全要員を伝達の実働担当
として配置することが適切である。

2

避難情報の伝達体制として、想定され
る災害の規模等に応じて必要な人員
や機材等を平時から確保する必要が
ある。

3

避難情報の伝達体制として、訓練によ
る機器の操作方法等の習得や、報道
機関等との関係構築を進めておく必要
がある。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
避難情報を的確に伝達するために、可能
な限り全要員を伝達の実働担当として配
置する必要がある。

×

管理者及び実働担当を
配置する。WP6の「業務
の目的」の2項目め及び
主な関係者を参照。

2
避難情報の伝達体制として、想定される
災害の規模等に応じて必要な人員や機
材等を平時から確保する必要がある。

○

内閣府「避難情報に関
するガイドライン」p.109-
110、WP6の「業務の目
的」の2項目めを参照。

3
避難情報の伝達体制として、訓練による
機器の操作方法等の習得や、報道機関
等との関係構築を進めておく必要がある。

○

内閣府「避難情報に関
するガイドライン」p.109-
110、WP6の「業務の目
的」の2項目めを参照。



防災スペシャリスト養成eラーニング

WP7
伝達・避難誘導班
マネジメント担当



防災スペシャリスト養成eラーニング

WP7 伝達・避難誘導班 マネジメント担当

業務の目的

⚫災害の状況に応じて、避難情報が適時・適切に対象へ伝
達され、危険な場所にいる居住者等が安全に避難する

⚫避難情報の伝達のために必要な人員や機材等を確保し、
安全な伝達が実施されるよう管理する

主な業務

◼ 2.1 避難情報の伝達の準備

◼ 2.2 避難情報の伝達の管理
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2.1 避難情報の伝達の準備

2.1.1 多様な伝達手段・伝達媒体による避難情報の伝達を指示する

2.1.2 発令対象区域の範囲を確認し、避難情報の伝達先及び手段を確
認する

2.1.3 福祉部局等に対し、要配慮者利用施設等の管理者に対する避難
情報の伝達を依頼する

2.1.4 避難情報の伝達のために必要な手段や要員を確保し、配置する

2.1.5 予め設定した各手段ごとの伝達文案に沿った伝達内容を確認する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.101-102, 109, 118-120, 124
内閣府「市町村のための水害対応の手引き」p.27-28, 29-32
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.45-46 より作成
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2.2 避難情報の伝達の管理

2.2.1 避難情報の伝達の実施状況（伝達先及び手段、内容）を確認する

2.2.2 伝達・避難誘導を行う職員等の安全を確保する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.101
内閣府「市町村のための水害対応の手引き」p.31
総務省「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.33-34 より作成
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【参考】 コロナ禍における災害時避難の伝達
内容

内閣府「新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難
について」 より作成

①安全な場所にいる人まで
避難場所に行く必要は
ない

②安全な親戚・知人宅への
避難も検討する

③マスク・消毒液・体温計を
携行する

多様な避難方法に対応した
伝達内容の整理

④指定緊急避難場所・指定避難所
の位置を確認する

⑤やむを得ず車中泊をする場合は
周囲の状況を十分確認する

2.1.5 「伝達
内容」の関連
情報
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【解説】 避難誘導対応職員等の安全確保
対策

⚫避難広報や避難誘導等を行う職員、消防職団員、民生委
員などの安全確保
• 自らの命を守ることが最も基本であり、避難誘導等を行う前提

• 津波到達予想時間等を考慮した退避ルールを確立し、相互理解を
深めること、無線等の情報伝達手段を備えること

• 避難行動要支援者自らも防災対策を検討するとともに、地域や行
政においても支援のあり方を十分議論する

総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.33-34 より作成

大槌町安渡町内会「東日本大震災を経験しての地区防災計画の見直し」
（内閣府「地域で津波に備える地区防災計画策定委員会」第1回資料３－１）より

2.2.2 「職員等
の安全確保」の
関連情報
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確認テスト

No 問題

1

災害の状況に応じて避難行動を強く促
すことができるよう、事前に検討した伝
達手段・内容・対象を踏まえて、臨機
応変な伝達が実施されるよう管理する
ことが重要である。

2

避難情報の呼びかけにあたっては、消
防団等の情報伝達者よりも情報の受
け手の安全確保を優先して、準備や
管理を徹底することが重要である。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

災害の状況に応じて避難行動を強く促す
ことができるよう、事前に検討した伝達手
段・内容・対象を踏まえて、臨機応変な伝
達が実施されるよう管理することが重要
である。

○

内閣府「避難情報に関
するガイドライン」p.101、
WP7の「業務の目的」の
1項目めを参照。

2

避難情報の呼びかけにあたっては、消防
団等の情報伝達者よりも情報の受け手
の安全確保を優先して、準備や管理を徹
底することが重要である。

×

各伝達担当の安全確保
が第一。内閣府「避難
情報に関するガイドライ
ン」p.112、WP7の「業務
の目的」の2項目めを参
照。
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WP8
伝達・避難誘導班
関係機関・団体等への情報伝達担当
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業務の目的

⚫避難誘導を担う関係機関や団体等が、その地域における
災害発生の危険性を理解し、危険な場所にいる居住者等
の避難誘導の確実性を高める

⚫電話や説明会の実施等により、避難情報の発令とその内
容を伝えるべき相手に直接、確実に伝える

主な業務

◼ 2.3 関係機関に対し避難情報の伝達を依頼する

WP8 伝達・避難誘導班 関係機関・団体等への情報伝達担当
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2.3 関係機関に対し避難情報の伝達を依頼する

2.3.1 警察や消防等の関係機関に対し避難情報の伝達を依頼する

2.3.2 発令対象区域の居住者等に対し、自治会長等を通じて避難情報
の伝達を依頼する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.109-112
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.45-46 より作成



防災スペシャリスト養成eラーニング

確認テスト

No 問題

1

電話による避難情報の伝達は、対象
者に直接情報を伝えるため確実性が
高く、デメリットもないことから、可能な
限り多くの関係先に電話による伝達を
するのがよい。

2

関係機関や団体等に対し、危険な場
所にいる居住者や観光客等の避難誘
導を呼びかけるためには、電話等によ
り、直接、かつ確実に避難情報の発令
内容を伝えるべきである。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

電話による避難情報の伝達は、対象者
に直接情報を伝えるため確実性が高く、
デメリットもないことから、可能な限り多く
の関係先に電話による伝達をするのがよ
い。

×

電話は停電や輻輳の影
響を受けやすく、同時に
複数の相手に連絡がで
きない。内閣府「避難情
報に関するガイドライ
ン」p.112、WP8「業務の
目的」の１項目めを参照。

2

関係機関や団体等に対し、危険な場所に
いる居住者や観光客等の避難誘導を呼
びかけるためには、電話等により、直接、
かつ確実に避難情報の発令内容を伝え
るべきである。

○
WP8「業務の目的」の2
項目めを参照。



防災スペシャリスト養成eラーニング

WP9
伝達・避難誘導班
システム等による伝達担当
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WP9 伝達・避難誘導班 システム等による伝達担当

業務の目的

⚫当該市町村内の各地域における災害発生の危険性を広く
かつ迅速に伝達することで、危険な場所にいる居住者等が
いち早く危険性を理解し、避難行動につなげる

⚫情報の受け手の特性に応じて必要な手段を組み合わせて、
広く避難情報の発令とその内容を伝える

主な業務

◼ 2.4 各種システム等を利用して避難情報の伝達を実施す
る
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2.4 各種システム等を利用して避難情報の伝達を実施する

2.4.1 避難情報の伝達先の属性等に応じて、利用するシステムや送
信の優先順位を決定する

2.4.2 収集された各種情報を踏まえて、予め設定した各システム用の
伝達文案に沿った伝達文を作成する

2.4.3 利用するシステムを稼働し、操作手順を確認する

2.4.4 利用するシステムに伝達文を入力し、送信する

2.4.5 各システムでの伝達の実施状況を確認し、必要に応じて追加送
信等に対応する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.109-112
内閣府「市町村のための水害対応の手引き」p.31, 34
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.45-46 より作成
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【解説】 避難情報の各伝達システム

⚫住民へ情報を確実に伝達するために重要なこと
• １つの手段に頼らず、複数の災害情報伝達手段を組み合わせること

• 一つ一つの災害情報伝達手段を強靱化すること

消防庁防災情報室「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」p.3
より作成

2.4.1 「各シス
テム」とは
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【事例】 伝達手段に関する平時の周知

消防庁防災情報室「災害情報伝達手段の整備等に関する手引き」p.5 掲載
長野県飯田市「災害情報ガイド」（平成26年4月1日発行）より作成

2.4.1 「各シス
テム」の関連
情報
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確認テスト

No 問題

1
どの手段を用いて情報を伝達しても、
情報の受け手となる住民は常に同じで
ある。

2

情報の受け手にとっては、様々な媒体
から情報が届くと混乱を招く恐れがあ
るため、伝達手段を限定するべきであ
る。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
どの手段を用いて情報を伝達しても、情
報の受け手となる住民は常に同じである。

○

手段によって情報の受
け手は異なる。WP9「業
務の目的」の１項目めを
参照。

2
情報の受け手にとっては、様々な媒体か
ら情報が届くと混乱を招く恐れがあるた
め、伝達手段を限定するべきである。

×

輻輳や停電なども考慮
し、多重化が望ましい。
内閣府「避難情報に関
するガイドライン」p.109、
WP9「業務の目的」の2
項目めを参照。
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WP10
伝達・避難誘導班
広報車による伝達担当
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WP10 伝達・避難誘導班 広報車による伝達担当

業務の目的

⚫危険な場所にいる居住者等が、その地域における災害発
生の危険性を我がこと感を持って理解し、避難行動につな
げる

⚫避難が必要な地域へ出向き、担当要員の安全を確保しな
がら、その地域における避難情報の発令と発令内容をより
確実に伝える

主な業務

◼ 2.5 広報車による避難情報の伝達及び避難誘導を実施
する
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2.5 広報車による避難情報の伝達及び避難誘導を
実施する

2.5.1 広報車による避難情報の伝達のための人員及び車両等を確保する

2.5.2 発令対象区域へのアクセスルート及び同地域内の巡回ルートを計
画する

2.5.3 各要員の分担や安全確保のための退避ルール等の注意事項を確
認する

2.5.4 広報車による避難情報の伝達及び避難所等への誘導を開始する

2.5.5 広報車による避難情報の伝達及び避難所等への誘導を終了する
（安全確保のために退避する）

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.112
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.33-34, 
45-46 より作成
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確認テスト

No 問題

1

災害発生のおそれが生じ、避難情報
が発令された場合、危険な地域にいる
居住者等に対して広報車を用いて伝
達することは、その居住者等に自分ご
とと認識させるための一つの手段であ
る。

2
避難情報の情報を必要とする住民は
至るところにいるため、あえて事前か
ら巡回ルートを計画する必要はない。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。
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確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1

災害発生のおそれが生じ、避難情報が
発令された場合、危険な地域にいる居住
者等に対して広報車を用いて伝達するこ
とは、その居住者等に自分ごとと認識さ
せるための一つの手段である。

○
WP10「業務の目的」の１
項目めを参照。

2
避難情報の情報を必要とする住民は至
るところにいるため、あえて事前から巡回
ルートを計画する必要はない。

×

安全確保のため、巡回
ルートの計画は必要。
WP10「業務の目的」の2
項目め、2.5.2を参照。
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WP11
伝達・避難誘導班
避難誘導担当
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WP11 伝達・避難誘導班 避難誘導担当

業務の目的

⚫居住者等が、災害発生のおそれのある地域から安全に避
難できるようにする

⚫関係機関等と連携し、居住者等の避難のための情報及び
移動手段を提供する

主な業務

◼ 2.6 居住者等の避難誘導を実施する
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2.6 居住者等の避難誘導を実施する

2.6.1 【広域避難】発令対象区域の居住者等に対し、避難先や避難手
段等の情報を提供する

2.6.2 必要に応じて、関係団体・事業者等と連携し、避難者の輸送手
段を提供する

内閣府「避難情報に関するガイドライン」p.121, 122
内閣府「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」p.44-46
総務省消防庁「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」p.54 より作成
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【解説】 広域避難における避難情報の
伝達

状況の進展や
切迫度に応じて、
次の段階でとる
べき行動も含め、
段階的に住民
に伝える

情報の対象は広域避難か、通常の避難か

2.6.1 「広域避難」
における情報提
供とは

内閣府「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」p.47 より作成
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確認テスト

No 問題

1
災害時には、居住者のみならず、観光
客等の安全確保も市町村の役割の一
つである。

2
災害時の避難誘導・帰宅支援にあたり、
交通機関や警察、その他関係機関と
の連携が必要である。

3

広域避難であっても住民にとっては通
常の避難と必ず同じ避難行動である
ため、伝達する情報を変更せず、統一
すべきである。

問題文が正しい場合は「〇」
間違っている場合は「×」で
お考えください。

解答は次のページです。



防災スペシャリスト養成eラーニング

確認テスト（解答）

No 問題 正解 掲載箇所

1
災害時には、居住者のみならず、観光客
等の安全確保も市町村の役割の一つで
ある。

○
WP11「業務の目的」の１
項目めを参照。

2
災害時の避難誘導・帰宅支援にあたり、
交通機関や警察、その他関係機関との
連携が必要である。

○

必要に応じて事業者等
とも連携して、移動手段
の確保を支援する。
WP11「業務の目的」の
2項目めを参照。

3

広域避難であっても、住民にとっては通
常の避難と必ず同じ避難行動であるため、
伝達する情報を変更せず、統一すべきで
ある。

×

状況に応じて避難情報
の変更を検討。WP11
「業務の目的」の2項目
め、【解説】を参照。


